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秋田県告示第２９７号

秋田県漁業調整規則（令和２年秋田県規則第62号）第４条第１項第22号及び24号に規定する漁業について、同規則第

11条第１項及び第２項の規定に基づき、制限措置の内容及び許可を申請すべき期間を次のとおり定めたので公示する。

令和６年６月28日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ しらうお機船船びき網漁業

漁業種類 水産動植 漁具の 操業区域 漁業時期 推進機関 船舶の 許可又は 漁業を営む

の名称 物の種類 種類そ の馬力数 総トン 起業の認 者の資格

の他漁 数 可をすべ

業の方 き漁業者

法 の数

しらうお しらうお 機船船 八郎湖 ９月21日から 50キロワ ２トン 68 １ 秋田県

機船船び びき網 ただし、次に掲げ 10月31日まで ット（平 以下 に住所を

き網漁業 る区域を除く。 の午前６時30 成14年４ 有する者

１ 馬場目川と東部 分から午前８ 月１日以 ２ 秋田県

承水路の合流点の 時30分まで 前に漁船 に漁船登

右岸から 2 7 0度 登録され 録を有す

（真方位）の線以 ていた船 る船舶の

北の東部承水路 舶におい 所有者又

２ 南部排水機場以 ては18馬 は使用者

北の西部承水路 力）以下

３ 潟上市天王字

天塩堤防突端と

大 潟 村 三 角 点

（ＦＤＩ＋100）

を結んだ線以西

４ 船越水道

２ しらうお角網漁業

漁業種類 水産動植 漁具の 操業区域 漁業時期 推進機関 船舶の 許可又は 漁業を営む

の名称 物の種類 種類そ の馬力数 総トン 起業の認 者の資格

の他漁 数 可をすべ

業の方 き漁業者

法 の数

しらうお しらうお 角網 八郎湖 ９月９日正午 50キロワ ２トン ５ １ 秋田県

角網漁業 から10月31日 ット（平 以下 に住所を

まで 成14年４ 有する者

月１日以 ２ 秋田県

前に漁船 に漁船登

登録され 録を有す

ていた船 る船舶の

舶におい 所有者又

ては18馬 は使用者

力）以下

３ 許可を申請すべき期間

令和６年７月１日（月）から同年８月２日（金）まで

４ その他

許可の有効期間は、令和６年９月１日から同年12月31日までとする。


